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【人事給与システムデータセンター移行業務委
託料】

措置済　令和７年９月29日

　受託者は、委託業務における取扱責任者及び
業務従事者を定め、業務従事者の管理体制及び
実施体制とともに、市に報告しなければならな
い（契約書第17条第１項）としているが、取扱
責任者の報告をさせていなかった。

　契約開始日時点で、業務従事者名簿の提出
は求めましたが、取扱責任者の記載がありま
せんでした。契約期間終了前に、委託業者に
取扱責任者が記載された業務従事者名簿の提
出を求め、受領しました。
　再発防止のために、引継ぎ時に担当者間で
確認できるよう簡易マニュアルを作成しま
す。
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【人事給与システムデータセンター移行業務委
託料】

措置済　令和７年９月29日

　契約金額が500万円以上の契約を締結する契
約相手方には、暴力団、暴力団員又は暴力団密
接関係者でないことを表明した誓約書を提出す
るように求める（茨木市建設工事等暴力団対策
措置要綱第10）とされているが、提出を求めて
いなかった。

　契約開始日時点では、当該誓約書の提出を
求められていなかったため、契約期間終了前
に、委託業者に誓約書の提出を求め、受領し
ました。
　再発防止のために、引継ぎ時に担当者間で
確認できるよう簡易マニュアルを作成しま
す。

　監査結果に対する措置状況

【給料・諸手当等返還金】

定期監査等

総務部　人事課

措置済　令和７年10月20日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

　歳入徴収者は、調定した歳入について納期限
を過ぎても納入に至らないものがあるときは、
地方自治法第231条の３の規定又は同法施行令
第171条の規定により、納期限後20日以内に督
促状により督促しなければならない（茨木市財
務規則第38条第１項）とされているが、督促を
していなかった。

　今回、督促を行うことが出来ていなかった
ため、委託業者と調定事務の流れについて改
めて確認をした。
　また督促状をもれなく送付出来ているかど
うかを確認するために、戻入・調定の進捗管
理台帳に督促の欄を追加しました。
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【給料・諸手当等返還金】

　本人から分割弁済の申出があった旨や滞納者
との折衝について、債権管理台帳に記録がされ
ていなかった。経過については、担当者が記録
を残していたが、債権の適正な管理・回収のた
め、債権管理台帳に処理の経過や対応をした職
員名等を記録されたい。また、内部統制の観点
から、債権管理台帳については、権限者が確認
し、その記録を残されたい。

　今後、債権にかかる本人とのやり取りにつ
いては、担当者が残した記録のみではなく、
債権管理台帳に記録し、権限者の確認を受け
るようにします。

　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

総務部　人事課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

今後の方針等



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【軽自動車税現年課税分】

定期監査等

総務部　市民税課

措置済　令和７年10月27日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

　起案処理が遅延し、また、日付を遡って処理
を行っていた事例が見受けられた。

　今後は起案処理を遅滞なく行う。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

総務部　市民税課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

今後の方針等
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【軽自動車税現年課税分】

　減免申請の却下について、起案・決裁を行わ
ず口頭で申請者に通知していた。内部統制の観
点から、意思決定の記録を残すことを検討され
たい。

　次年度より、減免申請の受理後に申請を却
下する場合は、起案処理後に相手方に文書に
て通知する。
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【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】

措置済　令和７年10月30日

　事前準備行為における随意契約要項書に、新
年度予算の議決が得られなかった場合は当該見
積が無効となる旨の記載がなかった。

　今後は必要事項を適切に記載し、要項の整
備を徹底してまいります。
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【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】

措置済　令和７年10月30日

　プロポーザル方式の実施結果については公正
性、透明性の確保の観点から、参加業者及びそ
れぞれの評価点について、公表する（茨木市プ
ロポーザル方式の実施に関する留意事項
11(１)）とされているが、プロポーザル方式の
実施結果について、ホームページを活用するな
どして公表していなかった。

　今後は茨木市プロポーザル方式の実施に関
する留意事項に従い、ホームページ等を活用
した結果の公表を徹底してまいります。
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【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】

措置済　令和７年10月30日

　受託者は、委託業務の取扱責任者及び業務従
事者を定め、市に報告しなければならない（契
約書第18条第１項）としているが、報告をさせ
ていなかった。

　契約書第18条第1項の規定に基づき、取扱
責任者及び業務従事者一覧を受領し、収受供
覧いたしました。（茨子第004878号）

　監査結果に対する措置状況

【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】

定期監査等

こども育成部　子育て支援課

措置済　令和７年10月30日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

　契約担当者は、契約保証金の全部又は一部を
免除したときは、その関係書類にその根拠の条
項を記載しなければならない（茨木市財務規則
第129条第５項）とされている。
　本件業務委託については、契約保証金につい
て、免除する（契約書第７条）としているが、
契約締結伺及び見積依頼業者伺書にはその旨の
記載がなく、免除根拠の記載もなかった。

  今後は、茨木市財務規則第129条第5項に基
づき、免除の根拠を契約締結伺や見積依頼業
者伺書に正確に記載することを徹底し、適切
な手続きを実施するよう努めてまいります。



　監査結果に対する措置状況

定期監査等

こども育成部　子育て支援課

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

講じた措置又は経過の報告

措置状況

措置状況

措置状況

措置状況
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【茨木市文化・子育て複合施設屋内こども広場
指定管理料】

措置済　令和７年11月７日

　指定管理者は、本業務の取扱責任者及び業務
従事者を定め、市に報告しなければならない
（基本協定書第16条）、また、指定管理者は、
本業務に必要な諸規則及び非常時の体制を整備
し、甲に提出しなければならない（同第17条）
としているが、報告及び提出をさせていなかっ
た。

　基本協定書第16条及び第17条の規定に基づ
き、取扱責任者、業務従事者一覧、本業務に
必要な諸規則及び非常時の体制を受領いたし
ました。（茨子第004840号）
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【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】

措置済　令和７年10月30日

　プロポーザル選定会議の公正性及び透明性を
確保するため、会議の内容を記した会議録を必
ず作成する（茨木市プロポーザル方式の実施に
関する留意事項７(４)）とされているが、プロ
ポーザル選定会議について、会議録を作成して
いなかった。

　今後は、茨木市プロポーザル方式の実施に
関する留意事項に基づき、会議録を確実に作
成・保存し、公正性および透明性の確保に努
めてまいります。
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【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】

措置済　令和７年10月30日

　公募型プロポーザル方式では、執行伺の起票
を事前協議後、選定会議の設置までに行う（公
募型プロポーザル方式実施フロー）とされてい
るが、選定会議の設置までに事前準備行為とし
て事業実施の文書起案をしていなかった。

　今後は、選定会議の設置までに事前準備行
為として事業実施の文書起案を行います。
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【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】

措置済　令和７年10月30日

　プロポーザル選定会議の委員選任後、担当課
は、委員と提案者の接触又は利害関係等の有無
について、委員からの聴取り等により確認する
（茨木市プロポーザル方式の実施に関する事務
取扱要領第８、３(１)）とされているが、委員
に確認をしていなかった。

今後は、茨木市プロポーザル方式の事務取扱
要領に基づき、選定会議時に委員への確認を
確実に実施し、また会議録を残し、公正性を
確保してまいります。
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【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】

参加資格に係る審査については、各委員間で
審査結果に差異が生じないため、事務局で審
査しておりました。実態に即した形で実施要
項を見直し、事務局での審査を明記するよう
次回プロポーザルまでに精査いたします。

　プロポーザルへの参加資格に係る審査につい
ては、プロポーザル選定会議において審査する
（実施要項８(２)）としているが、選定会議に
おいて審査せず、事務局で審査をしていた。各
委員間で審査結果に差異が生じず、事務局で審
査する意図であるならば、実施要項を実態に即
した記載にするよう見直されたい。
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【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】

　今後は、プロポーザル審査に係る選定委員
会の議事録を必ず作成し、採点者全員から採
点結果への了解を得た記録を残すよう徹底い
たします。

　プロポーザル審査結果について、採点者に採
点結果についての了解を得た記録を残していな
かった。内部統制の観点からも記録を残すこと
は必要であると考えられるので、取扱いを検討
されたい。
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【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】
　普通地方公共団体の支出は、債権者及び債権
金額が確定し、かつ、履行の時期が到来して初
めて代価等の支払いをするという支出の原則が
ある。この支出の原則に対して、支出の特例と
して前金払があるが、前金払は、相手方の給付
義務の完了前に支払をすることから、その必要
性及び支払時期を十分検討し、安易に用いるこ
とは慎むべきである。
　本件業務委託は、前金払としているが、その
理由の詳細を具体的に契約締結伺に記載してい
なかった。
　具体的な理由が明示されなければ、前金払を
用いることが適切であるかの判断ができないの
で、契約締結伺には、前金払の理由の詳細を具
体的に明記されたい。

　今後は、前金払を利用する際に、その必要
性及び支払時期について十分に検討した上
で、契約締結伺に具体的かつ詳細な理由を明
記することを徹底し、判断の適切性を確保し
て参ります。

　また、このような事例が再発しないよう、
契約処理に係るルールを再確認し、より適正
な事務処理を遂行していく所存でございま
す。

　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

こども育成部　子育て支援課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

今後の方針等



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

こども育成部　子育て支援課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

今後の方針等
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【茨木市出前版お楽しみ広場業務委託料（ア
ル・プラザ茨木）】

　仕様書作成において、業務内容に関する記
載が不十分であった点について反省しており
ます。受注者が誤解なく業務内容を理解し、
適切な受注金額を算定できるよう、実施時
間、定員、配置人数等の必要事項を含む、正
確かつ過不足のない仕様書を作成するよう今
後徹底いたします。

　仕様書において、実施時間や定員、配置人数
等の記載がなく、委託内容が明確になっていな
かった。仕様書は、業務執行にあたって、発注
者が受注者へどのような業務をどのような条件
で依頼しているかを誤解なく伝達し、受注者に
記載内容に従った履行を求める重要な資料であ
る。また、仕様書を作成し契約相手方へ提示す
るということは、本市の希望する業務内容に基
づいて、契約相手方が受注金額を誤解なく算定
するうえで欠くことのできないものである。業
務内容を正確かつ過不足なく記載した仕様書を
作成されたい。



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【茨木市発達障害児早期療育等支援事業業務委
託料】

定期監査等

こども育成部　発達支援課

措置済　令和７年10月１日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

  契約担当者は、契約を締結したときは、直ち
に契約の相手方をして契約金額の100分の５以
上の契約保証金を納付させなければならないと
されており、またその例外として、契約者が保
険会社との間に市を被保険者とする履行保証保
険契約を締結したときは納付を免除することが
できるとされている。（茨木市財務規則第129
条第１項、同条第４項第１号）
　本件は、契約金額が2,000万円以上の業務委
託であることから、たとえ本市又は他市等で履
行実績がある場合でも、履行保証保険の加入を
契約の条件（原則）とする必要があるところ
（「契約保証金の免除及び免除規定の記載等に
ついて」 令和５年７月26日付け契約検査課長
通知）、その加入有無の確認が不十分だったた
め、履行保証保険への加入が無いまま契約を締
結していた。

　契約の相手方に履行保証保険への加入を求
め、加入を確認しています。



1

【茨木市発達障害児早期療育等支援事業業務委
託料】

  普通地方公共団体の支出は、債権者及び債権
金額が確定し、かつ、履行の時期が到来して初
めて代価等の支払いをするという支出の原則が
ある。この支出の原則に対して、支出の特例と
して前金払があるが、前金払は、相手方の給付
義務の完了前に支払をすることから、その必要
性及び支払時期を十分検討し、安易に用いるこ
とは慎むべきである。
　本件は、１年分の支払金額を前金払している
が、全額を前金払とする合理的根拠はなく、特
に本件のような多額の前金払を行う場合には、
倒産等による債務不履行発生時のリスクも大き
くなることから、その必要性及び適正な支払時
期を十分検討されたい。

　委託先の財務基盤や債務不履行発生のリス
クを考慮した適正な支払い時期となるように
契約の相手方と協議をしていきます。

　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

こども育成部　発達支援課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

今後の方針等
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【茨木市発達障害児早期療育等支援事業業務委
託料】

　業務内容を正確かつ過不足なく記載した仕
様となるように次年度の見積もり徴取に向け
て仕様書の見直しを行います。  仕様書において、サービス提供時間、職員の

有資格条件・配置人数等業務内容、職員配置の
条件が明確ではない事例が見受けられた。
　仕様書は、業務執行にあたって、発注者が受
注者へどのような業務をどのような条件で依頼
しているかを誤解なく伝達し、受注者に記載内
容に従った履行を求める重要な資料である。ま
た、仕様書を作成し契約相手方へ提示するとい
うことは、本市の希望する業務内容に基づい
て、契約相手方が受注金額を誤解なく算定する
うえで欠くことのできないものである。業務内
容を正確かつ過不足なく記載した仕様書を作成
されたい。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

こども育成部　発達支援課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

今後の方針等

3

【茨木市発達障害児早期療育等支援事業業務委
託料】

　利用実績や職員配置等を記載した正確かつ
過不足のない実績報告書となるように契約の
相手方と協議をしていきます。　実績報告書は、契約書及び仕様書に従った業

務執行がなされているかの確認はもちろんのこ
と、事業目的に沿った業務執行による費用対効
果を判断する上でも重要な資料である。
  しかしながら、実績報告書において、内容が
抽象的で積算根拠や費用対効果の判断につなが
る内容になっていない事例が見受けられた。
　契約の相手方とも協議のうえ、１コマ当たり
の利用者人数や職員の配置人数、稼働率等、効
果測定、課題抽出に資する指標も記載するな
ど、正確かつ過不足のない実績報告書となるよ
う報告内容を検討し、今後の事業の分析・評価
に活用されたい。



措置状況

措置状況

  令和７年度に誤って二重に調定処理を行っ
たものについて、調定を修正いたします。
(R7.11.18)

  令和６年度の調定にかかる歳入について、令
和６年度の出納閉鎖期日までに収納されている
にもかかわらず、令和７年度に滞納繰越分とし
て調定処理している事例が見受けられた。

  滞納繰越額に誤りがあったため、調定を修
正いたしました。

　監査結果に対する措置状況

【学童保育室利用料】

定期監査等

こども育成部　学童保育課

措置済　令和８年２月４日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

2

【学童保育室利用料】 措置済　令和７年10月10日

　公印の押印にかえて、公印の印影を印刷する
必要があるときは、印影、用途その他必要な事
項について、総務課長に合議のうえ、市長の決
裁を受けなければならない（茨木市公印規程第
12条第１項）とされており、毎年度初めに行う
べきところ、起案・決裁を行っていない事例が
見受けられた。

  公印の印影の印刷が必要な文書について、
起案・決裁を行いました。今後は、年度初め
に起案・決裁いたします。



1

【学童保育室利用料】

  滞納整理簿について、権限者による確認が
数ヶ月ごとの滞納整理方針検討会議の開催時の
みであった。
　債権管理においては、滞納者との交渉履歴を
適切に記録し、課内で共有して進捗管理を行
い、権限者が交渉状況に応じた的確な指示を適
時に行うことができる体制を構築することが重
要である。権限者は案件の重要度や進捗内容に
応じて適時に（週次、月次又は都度）交渉状況
を確認するとともに、確認した記録を残すこと
を検討されたい。

　今後は、滞納整理簿を適時管理職が確認
し、確認した記録を残します。

　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

こども育成部　学童保育課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

今後の方針等



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【産業医報酬（７月支払分）】

定期監査等

学校教育部　教職員課

措置済　令和７年11月11日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

　非常勤嘱託員の委嘱の起案において、決裁者
を教育長とするべきところ、学校教育部長を決
裁者としていた。

　次年度以降は、教育長を決裁者として委嘱
を行う。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

学校教育部　教職員課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

今後の方針等

1

【修学旅行付添看護師旅費（中学校）】

　本件は、労働者派遣契約に基づき、人材派遣
会社から派遣を受けた付添看護師に対する旅費
を資金前渡により教育委員会から各学校に予定
額を支払い、出発日当日に本人に支給したの
ち、後日、各学校と教育委員会の間で精算を
行っている。
　一般的に、出張旅費等の「経費」について
は、派遣先が負担する定めを派遣元、派遣先双
方合意の下で契約書等に定め、派遣先が支払う
ことは問題ないとされている一方で、派遣労働
者の雇用主は派遣元事業主であることから、賃
金の一部を派遣先が直接支払うことは、労働法
令に鑑みると好ましくないとされる。しかしな
がら、本件で支給した旅費については、日当が
含まれることや、集合・解散場所までの交通費
についても、一定のルールで計算して支給する
ため、付添看護師が実際に負担した交通費とは
金額が異なる場合が生じるなど、労働法令に鑑
みて好ましいとはいえない状況である。また、
修学旅行の参加人数によって一人当たりの金額
が変動することから後日の精算が必要となって
おり、各学校と教育委員会との間で現金の受け
渡しが複数回発生するなど、効率的とはいいが
たい状況である。
　旅費の支払方法については、資金前渡による
ほか、金額が確定した後に後払いする方法もあ
り、また、本人への支払いではなく、派遣元を
通じて支払うことや、旅行会社等に直接支払う
ことも可能と考える。支払事務及び契約内容の
見直しについて、法令遵守の観点や事務の効率
性も勘案し検討されたい。

  日当については、他市状況を調査の上、妥
当性及び必要性を検証する。
交通費については、実際の看護師の負担額と
合致するよう、集合・解散場所を事前に把握
した上で支給する。
旅費の支払方法については、他市等での事例
を収集し、旅行社に支払うなど効率的な方法
を研究の上、具体的な事務手順については、
学校と調整を行う。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

学校教育部　教職員課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

今後の方針等

2

【産業医報酬（７月支払分）】   他市の情報を収集し、職場巡視の実施につ
いて産業医と協議する。

　常時50人以上の労働者を使用する事業場は、
産業医を選任し、労働者の健康管理等を行わせ
なければならない（労働安全衛生法第13条第１
項）とされており、また、その職務について
も、労働安全衛生規則に定められているが、同
規則第15条に規定する職場巡視を実施していな
かった。法令を遵守し、産業医を活用しなが
ら、教職員の健康管理及び適切な労働環境の確
保に努められたい。



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【茨木市小中学校ICT総合サポートセンター業
務委託料】

定期監査等

学校教育部　教育センター

措置済　令和７年11月５日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年８月26日（火）～10月８日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

  委託料の支払いは、提出された実績報告書に
基づき、契約書どおりに履行されているか等の
請求の正当性確認を行ったのち、提出された委
託料請求書に基づき支払いをする必要があり、
契約書の委託料支払条項にも実績報告書及び委
託料請求書の提出について規定する必要があ
る。
　しかしながら、契約書に、月ごと並びに完了
後の実績報告書の提出について規定を設けてい
なかった。
　結果として、実績報告書を確認する前に支出
命令書の起票を行っていた。

  次年度以降の契約については、実績報告書
の提出を規定する。
今年度については、仕様書で定めている報告
書を確認後、支出命令書の起票を行う。



措置状況

措置状況

措置状況

2

【茨木市コミュニティソーシャルワーカー配置
事業業務委託料（沢池・西）】

措置済　令和７年11月21日

　起案処理が遅延し、また、日付を遡って処理
を行っていた事例が見受けられた。

　今後は起案期限を厳守するとともに、正確
な日付で処理を行うよう運用を徹底いたしま
す。

　監査結果に対する措置状況

【茨木市地域包括支援センター運営業務委託料
（その11）】

定期監査等

福祉部　福祉総合相談課

措置済　令和７年11月21日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

講じた措置又は経過の報告

1

　委託業務の開始時に事業計画書を作成し、市
に承認を受ける（仕様書４(５)①）としている
が、運営協議会で報告はしていたものの、市の
承認手続きをしていなかった。

　今後は委託業務の開始時に事業計画書を収
受し、承認手続きを徹底いたします。

3

【茨木市相談支援事業所開設等補助金】 措置済　令和７年11月21日

　概算で支払を行った場合、支出額が確定した
段階で必ず精算処理を行ってください。科目に
よる例外はなく、戻入がなくても精算処理は全
て必要（「会計事務」会計室）とされている
が、概算払による補助金について、精算処理を
行っていなかった。

　今年度、概算払で対応した補助金について
は、支出額が確定した段階で精算処理を実施
済。
　今後は事務手続きマニュアルに明記し、手
続き漏れが発生しないよう徹底いたします。



措置状況

措置状況

  令和８年１月22日付で相手方から適切な安
全管理措置が図られていることを確認した旨
の報告書を受領しました。

2

【茨木市障害福祉システム再構築業務委託料】 措置済　令和７年12月４日

　契約金額が500万円以上の契約を締結する契
約相手方及び下請人等が、暴力団、暴力団員又
は暴力団密接関係者でないことを表明した誓約
書をそれぞれ市に提出するよう当該契約相手方
に求める（茨木市建設工事等暴力団対策措置要
綱第10）とされているが、再委託先の誓約書の
提出を受託者に求めていなかった。

  500万円以上の再委託金額となる再委託先
の誓約書提出を契約相手方に依頼し、提出さ
れました。

　監査結果に対する措置状況

【茨木市障害福祉システム再構築業務委託料】

定期監査等

福祉部　障害福祉課

措置済　令和８年１月22日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

講じた措置又は経過の報告

1

  受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を
第三者（子会社を含む。）に委託し、又は請け
負わせる場合、あらかじめ、当該委託先におい
て、市が受託者に求めた個人情報の適切な安全
管理のための措置が図られることを確認し、そ
の結果について、市に書面で報告しなければな
らない（契約書第７条第２項）としているが、
報告させていなかった。

　受託者に対し、業務内容に個人情報を含む
再委託先において、適切な安全管理措置が図
られていることを確認したことの報告を求め
ています。(R7.12.24)



1

【茨木市障害者就労促進事業業務委託料】

　実績報告書は、契約書および仕様書に定めた
業務執行が適切に行われているかを確認するた
めの重要な資料である。
　しかしながら、実績報告書において、仕様書
で定めた各項目の実施状況が確認できない事例
が見受けられた。
　仕様書に記載している民間受注役務等の拡大
に向けての研究内容、共同出店の販路拡大及び
商品開発援助等、さらには対象事業所の組織化
等に関しての活動内容を詳細に記載するなど、
市が求める業務が適切に行われたことが明確に
確認できる内容の実績報告書を求めるよう検討
されたい。

　市が求める業務が適切に行われたことが確
認できるよう、実績報告書の様式を検討しま
す。

　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

福祉部　障害福祉課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

今後の方針等



措置状況

措置状況

措置状況

2

【通所型サービス・活動Ｃ事業業務委託料】 措置済　令和７年10月30日

　担当者は、委託業務内容に応じ、必要な知識
及び技能を有するものとし（仕様書４(４)）、
運動器の機能向上プログラムについては、詳細
仕様書において、理学療法士または作業療法士
１人及び看護職員１人を担当者として指定して
いるが、業務計画書及び実施報告書に看護職員
の記載がないにもかかわらず、実施体制の確認
を行っていなかった。

　業務計画書及び実施報告書に看護職員を記
載した報告書の提出を求め、10月30日に提出
があり、看護職員の配置について、確認を
行っております。

　監査結果に対する措置状況

【通所型サービス・活動Ｃ事業業務委託料】

定期監査等

健康医療部　長寿介護課

措置済　令和７年10月30日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

講じた措置又は経過の報告

1

　受託者は、実施月ごとに、実施報告書の鑑を
つけた上、個別の実施報告書等により実施状況
の報告を行わなければならない（仕様書６
(３)）としているが、個別の実施報告書を提出
させていない事例が見受けられた。

　受託者に対し、未提出となっていた実施報
告書の提出を求め、10月30日に提出がありま
した。

3

【通所型サービス・活動Ｃ事業業務委託料】 措置済　令和８年３月２日

　単価契約等事務の意思決定を行うことについ
ては、総額の当該支出負担行為の専決区分によ
るとされており、見積金額が10,000,000円以上
30,000,000円未満の指名競争入札参加者及び随
意契約見積参加者を選定することは、企画財政
部長の専決事項（茨木市事務決裁規程　別表第
１）とされているが、課長決裁としていた。ま
た、契約金額が10,000,000円以上30,000,000円
未満の委託の契約を締結することは、部長の専
決事項（茨木市事務決裁規程　別表第１）とさ
れているが、課長決裁としていた。

  今後の事務手続きにおいて、茨木市事務決
裁規程に基づき、適正に処理してまいりま
す。（R7.12.23）

  担当課と調整の上、契約単価が定まってい
る場合の運用における決裁区分として処理い
たします。



　監査結果に対する措置状況

定期監査等

健康医療部　長寿介護課

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

講じた措置又は経過の報告

措置状況

措置状況

措置状況

4

【介護保険料過誤納金償還金】 措置済　令和７年12月15日

　公印の押印にかえて、公印の印影を印刷する
必要があるときは、印影、用途その他必要な事
項について、総務課長に合議のうえ、市長の決
裁を受けなければならない（茨木市公印規程第
12条第１項）とされている。また、電子計算機
により印刷する公印の印影については、当初の
起案において期間の記載をせず毎年度使用して
いる場合、毎年の年度初めにあらためて電子計
算機により印刷する公印の印影の起案を行うこ
と（「公印管理について（通知）」（令和７年
４月１日付け茨総務第10号））とされている。
しかしながら、公印の電子印影について、年度
初めの起案・決裁を行っていない事例が見受け
られた。

　電子公印の使用手続きが出来ていなかった
文書について、使用起案を行い、決裁を完了
しました。
今後は、公印使用規定を遵守し、適正な手続
きを経て電子公印を使用することを徹底いた
します。

5

【介護保険料過誤納金償還金】 措置済　令和７年10月30日

　過誤納金が発生した被保険者に対し、公印の
ある介護保険料還付方法確認票等を送付する
際、意思決定の起案を行っていなかった。

　過誤納金が発生した被保険者に対しては、
申請書類を送付する前に、必ず起案し、決裁
を経た上で申請書の送付を行うよう、当該業
務フローを見直しを行いました。

6

【次期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計
画の策定に係る市民意向調査業務委託料】

措置済　令和７年12月1日

　契約金額が500万円以上の契約を締結する契
約相手方には、暴力団、暴力団員又は暴力団密
接関係者でないことを表明した誓約書を提出す
るように求める（茨木市建設工事等暴力団対策
措置要綱第10）とされているが、提出を求めて
いなかった。

　事後にはなりますが、契約相手方に対し、
提出が未済であった茨木市建設工事等暴力団
対策措置要綱第10条に定める誓約書の提出を
依頼しました。
今後は、契約締結プロセスにおいて、当該要
綱に基づき誓約書の提出を確実に求めてまい
ります。



　監査結果に対する措置状況

定期監査等

健康医療部　長寿介護課

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

講じた措置又は経過の報告

措置状況

7

【次期高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計
画の策定に係る市民意向調査業務委託料】

措置済　令和７年12月1日

　受託者は、事前に業務日程表を市に提出し、
承諾を受けるものとする（仕様書５(２)）とし
ているが、承諾にかかる意思決定をしていな
かった。

　事後にはなりますが、契約相手方から提出
された業務日程表について、内容を確認し、
承諾に係る意思決定手続きを完了しました。



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【返納金】

定期監査等

健康医療部　保険年金課

措置済　令和７年11月26日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

講じた措置又は経過の報告

1

  公印の押印にかえて、公印の印影を印刷する
必要があるときは、印影、用途その他必要な事
項について、総務課長に合議のうえ、市長の決
裁を受けなければならない（茨木市公印規程第
12条第１項）とされている。また、電子計算機
により印刷する公印の印影については、当初の
起案において期間の記載をせず毎年度使用して
いる場合、毎年の年度初めにあらためて電子計
算機により印刷する公印の印影の起案を行うこ
と（「公印管理について（通知）」（令和７年
４月１日付け茨総務第10号））とされている。
  しかしながら、公印の電子印影について、年
度初めの起案・決裁を行っていない事例が見受
けられた。

  今年度中を対象期間とし、起案・決裁を
行った。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

健康医療部　保険年金課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

今後の方針等

1

【返納金】

  債権管理台帳について、権限者による確認が
年２回の滞納整理方針検討会議の開催時、年１
回の中間報告実施時及び年度末の部長への報告
時であった。
　債権管理においては、滞納者との交渉履歴を
適切に記録し、課内で共有して進捗管理を行
い、権限者が交渉状況に応じた的確な指示を適
時に行うことができる体制を構築することが重
要である。権限者は案件の重要度や進捗内容に
応じて適時に（週次、月次又は都度）交渉状況
を確認するとともに、確認した記録を残すこと
を検討されたい。

  権限者が確認した記録を残すことについて
検討する。



措置状況
【茨木市防災行政無線（水道事業用）設備等
  保守業務委託料】

措置済　令和７年12月11日

1

　監査結果に対する措置状況

定期監査等

水道部　総務課

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

講じた措置又は経過の報告

　本件仕様書において、受託者は、契約締結後
速やかに業務計画書を水道部へ提出し、承認を
受けなければならないとしているが、業務計画
書の一部（保守業務日程予定表）について承認
をしていなかった。

  令和７年12月11日茨水総第348号で承認の
起案・決裁処理を行いました。
　今後は、保守業務日程予定表については、
提出のみとするよう仕様書の内容を改めま
す。



措置状況

  令和８年４月１日付けで、公印の電子印影
についての起案処理を行います。

　監査結果に対する措置状況

【給配水管等修繕　過年度未収金】

定期監査等

水道部　工務課（水道部　営業課）

措置予定

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

講じた措置又は経過の報告

1

　公印の押印にかえて、公印の印影を印刷する
必要があるときは、印影、用途その他必要な事
項について、総務課長に合議のうえ、管理者の
決裁を受けなければならない（茨木市水道部公
印規程第12条第１項）とされている。
　また、電子計算機により印刷する公印の印影
については、当初の起案において期間の記載を
せず毎年度使用している場合、毎年の年度初め
にあらためて電子計算機により印刷する公印の
印影の起案を行うこと（「公印管理について
（通知）」（令和７年４月１日付け茨総務第10
号））とされている。
　しかしながら、公印の電子印影について、年
度初めの起案・決裁を行っていない事例が見受
けられた。

　「公印管理について（通知）」に基づき、
毎年度、適切に事務処理を行います。
（R7.12.23）



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

水道部　工務課（水道部　営業課）

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

今後の方針等

1

【給配水管等修繕　過年度未収金】

　修繕未収簿（未収分債権管理台帳）につい
て、折衝記録の一部の記載がない等整備が不十
分な事例が見受けられた。また、債権管理事務
の執行について、催告等の債権回収対策、滞納
整理等の債権管理が不十分な事例が見受けられ
た。
　滞納が長期化している債権も見受けられるの
で、事務の効率性、回収対策の経済性などを総
合的に勘案し、適切な債権管理事務の執行をさ
れるよう検討されたい。

　債権管理台帳に折衝経過の記載漏れがない
よう努めます。
　また、未納者に対しては、適時適切に電話
や書面により督促、催告を実施します。
　なお、滞納が長期化している債務者に対し
て、債務承認をさせる必要があるが、所在不
明であり、その意思確認も困難なことから、
当該債権の処理方法について検討します。

2

【給配水管等修繕　過年度未収金】 　工務課においては、修繕工事を着手する前
に、依頼者に対し、費用負担義務が発生する
ことの確認及び、支払い義務を果たさない場
合は施主等の関係者に債権回収の協力を依頼
することができる旨などを記載した書面を取
り交わす検討を行います。
　また、営業課においては、未納者に対し
て、適時適切に電話や書面により督促、催告
を実施します。それでもなお納入に至らない
場合は、新たに工務課が検討する書面に基づ
き、債権回収に努めます。
　なお、効果が上がらない場合には、連携の
うえ、その都度内容を見直すなど未納が発生
しないよう取組みます。

　本修繕工事は、家屋の解体等の他工事による
水道メータより配水管（本管）側の給水管及び
配水管（本管）の破損事故発生報告を端緒に、
まず破損箇所から噴き出している漏水を止める
ため、付近周辺の水道使用者の断水が伴う断水
作業を行い、次いで漏水が止んだのちに破損箇
所の特定、その流れで修繕工事を行っている
が、付近周辺の水道使用者の断水時間を最小限
に抑えるため、依頼者の費用負担義務、その支
払い方法等の詳細な説明を行う前に修繕工事を
行っている。
　このような状況が一因で、修繕依頼者（債務
者）の費用負担義務の意識が希薄となるケース
も散見されており、それが滞納の長期化の要因
となっていると考えられる。
　今後は、修繕工事前の破損事実や帰責、費用
負担義務の確認及びそれらの証拠化について
ルールを定めるとともに、施主等の関係者に破
損事故の情報を共有し、債権回収の協力を依頼
することを検討するなど、工務課（債務者への
費用負担の説明、工事実施、費用積算担当）と
営業課（債権回収担当）がそれぞれの役割と責
任を果たしつつ、連携して効率的、効果的な債
権管理ができるような体制を整備されるよう検
討されたい。



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【消防救急デジタル無線システム中間整備業務
委託料】

定期監査等

消防本部　警備課

措置済　令和７年12月17日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年10月９日（木）～令和７年11月21日（金）

講じた措置又は経過の報告

1

  受託者は、委託業務の取扱責任者及び業務従
事者を定め、業務従事者の管理体制及び実施体
制とともに、市に報告しなければならない（契
約書第16条第１項）としているが、報告をさせ
ていなかった。

  令和7年12月17日付け、業務従事者の管理
体制及び実施体制書類を収受済み。
  今後、適正に処理します。



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【各種冊子等頒布収入（４～10月分）】

定期監査等

市民文化部　共創推進課

措置済　令和８年２月10日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年11月25日（火）～令和８年１月14日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

　歳入の会計年度所属は、随時の収入で、通知
書等を発しないものは、これを領収した日の属
する年度（地方自治法施行令第142条第１項第
３号）とされているが、前年度末に領収した現
金を今年度の歳入として処理していた。

  年度末及び年度初めの歳入の調定起案を行
う際には、処理する年度の歳入であることを
付箋に付記することで認定誤りを防止する。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

市民文化部　共創推進課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年11月25日（火）～令和８年１月14日（水）

今後の方針等

1

【「茨木版共創」デザインブック作成等支援業
務委託料】
　プロポーザルへの参加資格に係る審査につい
ては、プロポーザル選定会議において審査する
（実施要項７(２)）としているが、選定会議に
おいて審査せず、事務局で審査をしていた。各
委員間で審査結果に差異が生じず、事務局で審
査する意図であるならば、実施要項を実態に即
した記載にするよう見直されたい。

  今後、プロポーザル選定を行う際には、実
施要項を実態に即した記載にするようにいた
します。



1

【現代美術展負担金】

  市が事務局を務める団体で市職員が作成して
いる出納簿について、権限者が確認していると
のことであるが、確認した記録を残していな
かった。当該団体の現金等は市の公金ではない
が、市職員が事務を行っている以上、紛失等が
生じた場合には公金の場合と同様に市の信用失
墜等につながるため、事故防止及び内部統制の
観点から、担当者が取引の都度、通帳と出納簿
を照合するなどの確認を行った記録を残し、権
限者においても適時に（週次、月次又は都度）
確認を行い、確認したことの記録を残すことを
検討されたい。

  担当者において、支出・収入ごとに、通帳
と出納簿とを照合して確認を行った記録を残
し、権限者においても月次で確認を行い、確
認したことの記録を残すよう徹底いたしま
す。

　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

市民文化部　文化振興課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年11月25日（火）～令和８年１月14日（水）

今後の方針等



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【戸籍振り仮名通知書作成等の作業業務委託
　料】

定期監査等

市民文化部　市民課

措置済　令和８年２月３日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年11月25日（火）～令和８年１月14日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

　受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を
第三者（子会社を含む。）に委託し、又は請け
負わせてはならない。ただし、書面により市の
承諾を得たときは、この限りでない（契約書第
７条第１項）としているが、一部再委託承諾書
について、起案処理が大幅に遅延し、また、日
付を遡って処理を行っていた。

  起案の備考欄及び、供覧の要旨／対応欄に
処理が遅れた理由等を記載しました。



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【市営住宅設備関係保守業務委託料】

定期監査等

建設部　建築課

措置済　令和７年12月26日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年11月25日（火）～令和８年１月14日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

　受託者は、本業務契約締結時に業務計画書を
作成し、市に提出し、その承諾を受けなければ
ならない（契約書第２条第２項）としており、
受託者から業務実施計画書が提出されている
が、承諾に係る起案・決裁を行っていなかっ
た。

　本委託に関しまして、令和７年12月25日
（茨建築第2006号）に承諾に係る起案を行
い、12月26日に決裁をいたしました。今後、
契約書に定める承諾が必要な提出物を業者か
ら受け付けた際には、遅滞なく承諾に関する
起案・決裁を行うようにいたします。



措置状況

措置状況

措置状況

措置状況

4

【ダムパークいばきた臨時駐車場管理運営業務
委託料】

措置済　令和８年１月30日

　社会実験の実施期間において、当初の仕様よ
りも警備員の配置日数や警備場所を増やしてい
るが、契約金額の増額を伴う変更であり、予算
額を超える可能性があったにも関わらず、相手
方との金額の調整の記録が残っておらず、また
変更についての意思決定を行っていなかった。

  今後、変更契約を交わす際、協議内容につ
いて書面での記録及び書面の提出を求め意思
決定を交わすよう徹底します。

3

【ダムパークいばきた臨時駐車場管理運営業務
委託料】

措置済　令和７年12月11日

　受託者は、委託業務の全部又は一部の処理を
第三者（子会社を含む。）に委託し、又は請け
負わせてはならない。ただし、書面により市の
承諾を得たときは、この限りでない（契約書第
７条）としているが、再委託について、打合せ
の場において口頭による申出を受け、承諾をし
た記録は残っているものの、承諾に関する起
案・決裁を行っておらず、書面による承諾をし
ていなかった。

  今後、提出された承認等が必要な書面等に
つきましては、起案・決裁を行うよう徹底し
ます。

　監査結果に対する措置状況

【長期未着手都市計画公園・緑地の見直し業務
委託料】

定期監査等

建設部　公園緑地課

措置済　令和８年１月30日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年11月25日（火）～令和８年１月14日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

　郵送による入札は、コロナ禍における臨時の
措置であり、今後は入札室での執行か、電子
メールによる執行のいずれかとする（「電子
メールによる入札の実施について（通知）」
（令和６年７月30日付、茨契第959号））とさ
れているが、郵送による入札を実施していた。

  入札方法について、通知の内容を徹底しま
す。

2

【ダムパークいばきた臨時駐車場管理運営業務
委託料】

措置済　令和８年１月29日

　契約金額が500万円以上の契約を締結する契
約相手方には、暴力団、暴力団員又は暴力団密
接関係者でないことを表明した誓約書を提出す
るように求める（茨木市建設工事等暴力団対策
措置要綱第10）とされているが、受託者及び再
委託先の誓約書について、提出を求めていな
かった。

  指摘事項について、誓約書を提出してもら
いました。
  今後、同様の事案が無いよう徹底します。



　監査結果に対する措置状況

定期監査等

建設部　公園緑地課

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年11月25日（火）～令和８年１月14日（水）

講じた措置又は経過の報告

措置状況

5

【ダムパークいばきた臨時駐車場管理運営業務
委託料】

措置済　令和８年１月30日

　予算執行者は、一般競争入札に付するとき
は、あらかじめ、当該一般競争入札に付する事
項の価格の総額について予定価格を定めなけれ
ばならない。随意契約についても準用する（茨
木市財務規則第111条第１項及び第125条）とさ
れているが、変更契約に係る予定価格調書を作
成していなかった。

  今後、変更契約に係る予定価格調書の作成
を徹底します。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

建設部　公園緑地課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年11月25日（火）～令和８年１月14日（水）

今後の方針等

1

【公園使用料】

　公園使用料とは、公園内において物品の販売や
音楽会といった一定の行為を行うことに対し、公
園管理者の許可を受けた者が、許可された行為の
内容に応じて納付する使用料である。許可が必要
となる具体的な行為については、茨木市都市公園
条例第３条第１項の第１号から第５号に規定され
ており、第１号から第４号の各号に対応する使用
料の金額が、別表第２において規定されている。
　行為許可の運用については、「茨木市都市公園
条例に基づく行為の許可に係る運用基準」（以下
「運用基準」）が定められているが、一見して、
いずれの号に該当するのかの判断が難しく、各号
の審査基準が明確に示されているとは言い難い事
例や、条例・規則との整合性がとれていないと考
えられる事例が見受けられた。
　使用料は、行政財産や公の施設を使用し又は利
用する者からその対価を徴収するものであるか
ら、受益者負担の原則に十分配慮したうえで、減
免の適用等も含め、利用者にとって、より明瞭で
公平、公正なルールの整理に向けて見直しを検討
されたい。

  利用者にとって公平、公正なルールの整理
に向けて、条例・規則との整合性が取れるよ
う運用基準を見直すとともに、減免の適用等
については条例改正も視野に入れて検討しま
す。



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【参議院議員通常選挙に係る選挙システム立会
い業務委託料】

定期監査等

選挙管理委員会事務局

措置済　令和８年１月２８日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年11月25日（火）～令和８年１月14日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

  委託料の支払いは、提出された実績報告書に
基づき、契約書どおりに履行されているか等の
請求の正当性確認を行ったのち、提出された委
託料請求書に基づき支払いをする必要があり、
契約書の委託料支払条項にも実績報告書及び委
託料請求書の提出について規定する必要があ
る。
　しかしながら、契約書に、完了後の実績報告
書の提出について規定を設けていなかった。
　結果として、実績報告書を確認する前に支出
命令書の起票を行っていた。

　今後、委託契約書に、完了後の実績報告書
の提出の規定を設けます。



措置状況

措置状況

　監査結果に対する措置状況

【農地情報管理システム保守業務委託料】

定期監査等

農業委員会事務局

措置済　令和８年２月６日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和７年11月25日（火）～令和８年１月14日（水）

講じた措置又は経過の報告

1

　事前準備行為における随意契約要項書に、新
年度予算の議決が得られなかった場合は当該見
積が無効となる旨の記載がなかった。

　次年度の農地情報管理システム保守業務委
託について、事前準備行為として手続きを行
う場合、新年度予算の議決が得られなかった
場合は当該見積が無効となる旨を記載するよ
う改めます。

2

【農地情報管理システム保守業務委託料】 措置済　令和８年１月７日

　業務受託者は、市に報告した委託業務の取扱
責任者及び業務従事者以外のものを委託業務に
従事させてはならない（契約書第16条第２項）
としているが、市に報告した以外の者を従事さ
せていた。

　別途、取扱責任者及び業務従事者に関する
報告を徴取し是正済みです。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

産業環境部　環境事業課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和８年１月15日（木）～令和８年２月20日（金）

今後の方針等

1

【廃棄物処分手数料（現金分）（４～11月
分）】
　現金で領収した手数料について、出納簿に金
融機関へ納付した際の記載をしていなかった。
納付金額等の必要事項を記載するとともに、内
部統制の観点から、担当者が金融機関領収証書
と出納簿を照合するなどの確認を行った記録を
残し、権限者においても都度確認を行い、確認
したことの記録を残すよう検討されたい。

　出納簿に金融機関へ納付した際の納付金額
等の必要事項を記載し、出納簿に金融機関領
収証書を添付して供覧し、権限者が都度確認
した記録を残すようにする。

2

【廃棄物処分手数料（現金分）（４～11月
分）】

　日次で金種表を作成し、権限者が日々確認
した記録を残すようにする。

　運用金の管理について、担当者が日々確認し
ているとのことであるが、金種の内訳は日々都
度変動することから、日次で金種表を作成する
など運用金管理の記録を残すとともに、内部統
制の観点から、権限者が日々確認し、確認した
ことの記録を残すよう検討されたい。

3

【スラグ分析業務委託料】 　他の事業者に入札参加資格審査申請を働き
かけたり、複数の事業者から参考見積りを取
得し、見積金額の客観的な妥当性を確認でき
るようにする。

　本業務委託については、本市の入札参加資格
登録業者で選考基準を満たす事業者が一者しか
ないという理由で特定の事業者と継続的に随意
契約を締結している。このため、競争性が働か
ず、相手方から提示された見積金額が妥当であ
るかを客観的に判断することが困難な状況にあ
る。経済性及び透明性確保のため、他の事業者
に入札参加資格審査申請を働きかけることや複
数の事業者から参考見積りを取得するなど、見
積金額の客観的な妥当性を確認できるような対
応を検討されたい。



2

【特定建築物等定期報告業務委託料】 　再委託の承諾を行う場合、当該委託先に、
市が受託者に求めた原契約の個人情報保護の
措置規定を誓約書に明記するよう求め、より
厳密な承諾審査の実施を行うこととします。

　受託者は、再委託の承諾を得ようとする場
合、あらかじめ、当該委託先において、市が受
託者に求めた個人情報の適切な安全管理のため
の措置が図られることを確認し、その結果につ
いて、市に書面で報告しなければならない（契
約書第７条第２項）としているが、市が求めた
措置項目のうち一部しか報告されていなかっ
た。個人情報の取扱があることから、承諾にあ
たっては、茨木市個人情報の適正な取扱いに関
する取扱指針に従い、原契約の個人情報保護の
規定を書面で明記させるなどして、より厳密な
承諾審査の実施を検討されたい。

1

【長期優良住宅認定手数料　４～11月分】

　現金で領収した手数料について、都度管理職
が確認しているとのことであるが、確認したこ
とを金銭出納帳に記録していなかった。内部統
制の観点から、権限者において都度確認を行っ
た記録を残すよう検討されたい。

　現金で領収した手数料について、来年度か
ら金銭出納帳に手書きで記録し、その都度管
理職が確認を行い、押印することとします。

　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

都市整備部　建築調整課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和８年１月15日（木）～令和８年２月20日（金）

今後の方針等



措置状況

　監査結果に対する措置状況

【茨木市中心市街地活性化基本計画最終フォ
ローアップ業務委託料】

定期監査等

都市整備部　まちなか整備課

措置済　令和８年３月６日

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和８年1月15日（木）～令和８年２月20日（金）

講じた措置又は経過の報告

1

  事前準備行為における随意契約要項書に、新
年度予算の議決が得られなかった場合は当該見
積が無効となる旨の記載がなかった。

  今後は随意契約要項書において記載もれが
生じないよう、契約検査課作成のチェックリ
ストを活用して担当者が自ら確認を行うとと
もに、当該チェックリストを以って担当管理
職も確認します。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

都市整備部　まちなか整備課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和８年1月15日（木）～令和８年２月20日（金）

今後の方針等

1

【行政財産の目的外使用料】

　目的外使用の許可範囲について、対象地のう
ち自転車駐輪スペースのみを設定しているが、
実際に駐輪するためには、使用許可範囲以外の
部分を通行する必要がある。
　また、使用料の減額理由について、「使用時
間を午前９時30分から午後８時とし、駐輪場と
しての維持管理に努め、放置自転車がないよう
適切に管理することを理由に、使用料を減額す
るもの」とし、未使用時間分を減額している
が、使用時間外にも自転車が置かれているな
ど、減額理由と現状が一致していなかった。
　使用許可範囲の設定方法及び使用料の減額理
由について、適切であるとはいいがたいので、
見直されたい。

  目的外使用料の減額については、使用許可
対象者である茨木市中央商業近代化促進協議
会や庁内関係課と協議の上、適正な算定方法
となるよう見直しを進めます。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

教育総務部　保健給食課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和８年１月15日（木）～令和８年２月20日（金）

今後の方針等

1

【小学校給食費（現年分）】

　現年度における未納者への債権管理について
は、茨木市債権管理マニュアル非強制徴収公債
権・私債権版に沿って、督促状の送付、督促後
は月ごとの催告書の送付を行っているところで
あるが、電話による催告は実施していなかっ
た。
　滞納事案が長期化しないよう、現年度におい
ても状況に応じて、適宜、電話による催告を実
施するなど積極的な債権回収に努められたい。

  委員意見を踏まえ、適正な債権管理に努め
ます。

2

【会計年度任用職員報酬】   会計年度任用職員は１か月定期券代を支給
されているため、１か月定期券を購入するこ
とが基本である旨を伝え、随時、確認を行い
ます。

　通勤届に届け出ている通勤経路のうちバスの
区間について、直近の定期券等の必要書証の提
出がなかったため、支給根拠の確認ができな
かった。また、事実関係の説明において、説明
内容が途中で変わるなど首尾一貫性がなかっ
た。
　通勤手当の支給根拠の確認については、一義
的には担当課において行うものであり、内部統
制の観点から、事実関係の説明内容に齟齬等が
ある場合は、担当課においても速やかに再度状
況を確認整理し、必要に応じて書証の提出を促
し、齟齬等の解消に努めるなどしたうえで、適
切な事務執行、経費の支出に努められたい。



措置状況

措置状況

2

【各種冊子等頒布収入】 措置済　令和８年２月２１日

　収納出納員は、納入義務者から現金を直接収
納したときは、領収証書を納入義務者に交付し
なければならない（茨木市財務規則第31条第１
項）とされているが、希望する人にしか領収証
書を交付していなかった。

  希望の有無に関わらず領収証書を交付する
よう徹底する。

　監査結果に対する措置状況

【各種冊子等頒布収入】

定期監査等

教育総務部　歴史文化財課

措置予定

指摘事項

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和８年１月15日（木）～令和８年２月20日（金）

講じた措置又は経過の報告

1

　収納出納員は、現金出納簿を備え、直接収納
に係る現金等の受払いを記載して整理しなけれ
ばならない（茨木市財務規則第44条第２項）と
されているが、キリシタン遺物史料館の現金出
納簿について、月末にまとめて記載をしてい
た。

  次年度から同館勤務の職員により現金出納
簿を日々記入するよう改める。



　監査結果に対する今後の方針等

定期監査等

教育総務部　歴史文化財課

委員意見

監査の種類

監査実施期間

監査対象部課

令和８年１月15日（木）～令和８年２月20日（金）

今後の方針等

1

【各種冊子等頒布収入】

　運用金確認表において、釣銭として使用した
金額を差し引いて運用金の保管状況を記載し、
釣銭として使用した金額は売上に加算し、入金
までの保管金額として記載していた。運用金と
は、釣銭の準備のため一定の金額を現金で保管
しているものであり、日々内訳は変動するもの
の、その金額は変動することはないものである
から、運用金と売上を分けて管理をしたうえ
で、現金残高と突合し、確認をされたい。

  次年度から、運用金確認表において保管金
額欄を廃止するなどの改正を行い、適正な同
表の記載及び現金残高の確認を徹底する。

2

【各種冊子等頒布収入】   次年度から、同簿の集約化を行うととも
に、権限者により日々確認し押印するよう改
める。　現金出納簿について、金融機関に入金する時

点で、権限者による確認をしているとのことで
あるが、確認をした記録が月に１回のみとなっ
ていた。内部統制の観点から、権限者が日々確
認したことの記録を残すことを検討されたい。
また、現状は、頒布物の種類ごとに現金出納簿
を作成し、納付書ごとに収入を記載している
が、頒布物の管理は在庫日々管理表において実
施していることから、現金出納簿を１冊に集約
し、一日の納付額をまとめて記載するなど、事
務の効率化について検討されたい。


